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※改定後の全文は、平成 28 年 10 月 1 日以降、会員規約・約款ページ（https://expy.jp/rules/）をご確認ください。 

現 行（平成 28 年 9 月 30 日まで） 改 正（平成 28 年 10 月 1 日以降） 

 

【JR 東海エクスプレス・カード個人会員・一般法人・特別法人会員】 

 

JR 東海エクスプレスサービス会員規約 

 

（前略） 

 

第 2 条（会員資格の登録、取消） 

1．本サービスの利用は、以下のカード会員規約（これに付随する特約等を

含みます。）に定める会員（以下「カード会員」という。）、代表者、管理

責任者、カード使用者（以下「カード使用者等」という。）で、かつ JR 東

海エクスプレスサービス会員に限り行えるものとします。 

・JR 東海エクスプレス・カード会員規約（個人） 

・JR 東海エクスプレス・（Visa･MasterCard･JCB）カード会員規約 

・JR 東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・カード会員規約 

 

・JR 東海エクスプレス・カード会員規約（法人） 

・JR 東海エクスプレス・カード（ビジネス）会員規約 

 

（以下略） 

 

エクスプレス予約グリーンプログラム特約 

 

（前略） 

 

10．この特約に定めのない事項 

ポイント利用に係わる個人情報の取り扱い、その他本特約に定めのない

事項については、カード会員規約その他、各種の規約・特約によります。

 

※1 会員種別により、次の規約等に読み替えるものとします。 

・JR 東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・カード会員規約 

・JR 東海エクスプレス・カード会員規約 

 

 

 

【JR 東海エクスプレス・カード個人会員・一般法人・特別法人会員】 

 

JR 東海エクスプレスサービス会員規約 

 

（前略） 

 

第 2 条（会員資格の登録、取消） 

1．本サービスの利用は、以下のカード会員規約（これに付随する特約等を

含みます。）に定める会員（以下「カード会員」という。）、代表者、管理

責任者、カード使用者（以下「カード使用者等」という。）で、かつ JR 東

海エクスプレスサービス会員に限り行えるものとします。 

・JR 東海エクスプレス・カード会員規約（個人） 

・JR 東海エクスプレス・（Visa･MasterCard･JCB）カード会員規約 

・JR 東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・カード会員規約 

・JR 東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・（Visa）カード会員規約 

・JR 東海エクスプレス・カード会員規約（法人） 

・JR 東海エクスプレス・カード（ビジネス）会員規約 

 

（以下略） 

 

エクスプレス予約グリーンプログラム特約 

 

（前略） 

 

10．この特約に定めのない事項 

ポイント利用に係わる個人情報の取り扱い、その他本特約に定めのない

事項については、カード会員規約その他、各種の規約・特約によります。 

 

※1 会員種別により、次の規約等に読み替えるものとします。 

・JR 東海エクスプレス・カード会員規約 

・JR 東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・カード会員規約 

・JR 東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・（Visa）カード会員規

約 
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・JR 東海エクスプレス・カード（法人）会員規約 

・JR 東海エクスプレス・カード（ビジネス）会員規約 

 

（以下略） 

 

【ビジネス会員】 

 

JR 東海エクスプレスサービス会員規約 

 

（前略） 

 

（第２条：会員資格の登録、取消） 

１．本サービスの利用は、以下のカード会員規約（これに付随する特約等

を含みます。）に定める会員（以下「カード会員」といいます。）、代表者、

管理責任者、カード使用者（以下「カード使用者等」といいます。）で、

かつ JR 東海エクスプレスサービス会員に限り行えるものとします。 

・JR 東海エクスプレス・カード会員規約（個人） 

・JR 東海エクスプレス・（ Visa・MasterCard・JCB）カード会員規約 

・JR 東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・カード会員規約 

 

・JR 東海エクスプレス・カード会員規約（法人） 

・JR 東海エクスプレス・カード（ビジネス）会員規約 

 

（以下略） 

 

エクスプレス予約グリーンプログラム特約 

 

（前略） 

 

10．この特約に定めのない事項 

ポイント利用に係わる個人情報の取り扱い、その他本特約に定めのない

事項については、カード会員規約その他、各種の規約・特約によります。

 

※1 会員種別により、次の規約等に読み替えるものとします。 

・JR 東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・カード会員規約 

・JR 東海エクスプレス・カード会員規約 

・JR 東海エクスプレス・カード（法人）会員規約 

・JR 東海エクスプレス・カード（ビジネス）会員規約 

 

（以下略） 

 

【ビジネス会員】 

 

JR 東海エクスプレスサービス会員規約 

 

（前略） 

 

（第２条：会員資格の登録、取消） 

１．本サービスの利用は、以下のカード会員規約（これに付随する特約等

を含みます。）に定める会員（以下「カード会員」といいます。）、代表者、

管理責任者、カード使用者（以下「カード使用者等」といいます。）で、

かつ JR 東海エクスプレスサービス会員に限り行えるものとします。 

・JR 東海エクスプレス・カード会員規約（個人） 

・JR 東海エクスプレス・（Visa・MasterCard・JCB）カード会員規約 

・JR 東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・カード会員規約 

・JR 東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・（Visa）カード会員規約 

・JR 東海エクスプレス・カード会員規約（法人） 

・JR 東海エクスプレス・カード（ビジネス）会員規約 

 

（以下略） 

 

エクスプレス予約グリーンプログラム特約 

 

（前略） 

 

10．この特約に定めのない事項 

ポイント利用に係わる個人情報の取り扱い、その他本特約に定めのない

事項については、カード会員規約その他、各種の規約・特約によります。 

 

※1 会員種別により、次の規約等に読み替えるものとします。 

・JR 東海エクスプレス・カード会員規約 

・JR 東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・カード会員規約 
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・JR 東海エクスプレス・カード（法人）会員規約 

・JR 東海エクスプレス・カード（ビジネス）会員規約 

 

（以下略） 

 

【コーポレート会員】 

 

JR 東海エクスプレス・カード（コーポレート）会員規約 

 

（前略） 

 

第 14 条（解約又は解除） 

1．契約法人が本契約の解約をしようとする場合は、甲及び乙に所定の届出

用紙を提出することにより手続きするものとします。 

 

（中略） 

 

4．本条第 1項、第 2項及び第 3項により本契約の全部が終了したときは、

契約法人は乙より貸与されている全てのカードを直ちに乙に返却し、約定

支払日にかかわらず、乙に支払うべき一切の債務を直ちに支払うものとし

ます。 

 

 

 

（以下略） 

 

 

エクスプレス予約コーポレートサービス特約 

 

（前略） 

 

第 11 条（変更の可能性） 

1．甲は、事前に契約法人又はカード使用者に通知することなく本サービス

に関するシステム及び下記に記した内容を変更することができます。な

・JR 東海「そうだ京都、行こう。」エクスプレス・（Visa）カード会員規 

約 

・JR 東海エクスプレス・カード（法人）会員規約 

・JR 東海エクスプレス・カード（ビジネス）会員規約 

 

（以下略） 

 

【コーポレート会員】 

 

JR 東海エクスプレス・カード（コーポレート）会員規約 

 

（前略） 

 

第 14 条（解約又は解除） 

1．契約法人が本契約の解約をしようとする場合は、甲及び乙に所定の届出

用紙を提出することにより手続きするものとします。 

 

（中略） 

 

4．本条第 1項、第 2項及び第 3項により本契約の全部が終了したときは、

契約法人は乙より貸与されている全てのカードを直ちに乙に返却し、約定

支払日にかかわらず、乙に支払うべき一切の債務を直ちに支払うものとし

ます。なお、会員は、退会後においても、本規約の定めに従い、カードを

利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について、全て

支払の責を負うものとします。 

 

（以下略） 

 

 

エクスプレス予約コーポレートサービス特約 

 

（前略） 

 

第 11 条（変更の可能性） 

1．甲は、事前に契約法人又はカード使用者に通知することなく本サービス

に関するシステム及び下記に記した内容を変更することができます。な
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お、変更後は、変更後のシステム及び内容が有効であるものとします。ま

た、この変更に起因して、契約法人、カード使用者又は第三者が被った不

利益については、甲は一切責任を負いません。 

 

（中略） 

 

3．甲は、理由のいかんを問わず、事前に契約法人又はカード使用者に通知

することなく、本サービスの一部又は全部を終了させることができます。

 

 

 

 

 

 

（以下略） 

 

お、変更後は、変更後のシステム及び内容が有効であるものとします。ま

た、この変更に起因して、契約法人、カード使用者又は第三者が被った不

利益については、甲は一切責任を負いません。 

 

（中略） 

 

3．甲は、本サービスの一部または全部の提供を終了する場合、あらかじめ

契約法人又はカード使用者に第 15 条で定める方法で通知します。ただし、

甲は、自然災害等の不可抗力、システムの故障・改修・更新、甲の事業運

営上の理由その他の事由により、本サービスの一部または全部を緊急に終

了する必要があると甲が判断した場合には、甲は、事前に契約法人または

カード使用者に通知することなく、本サービスの一部又は全部を終了する

ことができます。 

 

（以下略） 

 


